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中
園
の
正
史
編
纂
の
歴
史
に
お
い
て
、
唐
朝
初
期
は
重
要
な
劉
期
を
な
し
て

い
る
。
特
に
注
目
す
べ
き
餐
化
は
、
唐
以
前
は
個
人
の
著
述
で
あ
っ
た
も
の

が
、
唐
以
後
は
政
府
に
お
い
て
官
僚
た
ち
が
分
纂
す
る
も
の
に
な
っ
た
、
と
い

う
結
で
あ
る
。
本
渡
表
の
目
的
は
、
唐
初
に
お
け
る
正
史
編
纂
事
業
の
過
程
に

検
討
を
加
え
、
こ
の
よ
う
な
襲
化
が
生
じ
た
政
治
的
背
景
を
解
明
す
る
こ
と
で

あ
る
。唐

の
官
同
組
の
武
徳
五
年
三
ハ
二
二
〉
、
梁
・
陳
・
北
貌
・
北
斉
・
北
周
・
隔

の
六
朝
の
正
史
の
編
纂
が
開
始
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
未
完
の
ま
ま
駿
紹
さ
れ

た
。
・
次
い
で
太
宗
の
貞
観
三
年
公
ハ
二
九
〉
に
北
貌
以
外
の
五
朝
史
に
つ
い
て

事
業
が
再
開
さ
れ
、
十
年
(
六
一
二
六
)
に
完
成
し
た
。
こ
れ
が
現
在
二
十
四
史

に
枚
め
ら
れ
て
い
る
諸
史
で
あ
る
。
貞
観
年
聞
に
は
、
さ
ら
に
『
菅
書
』
の
改

修
と
『
五
代
士
山
』
(
現
行
『
惰
書
』
の
志
。
完
成
は
原
慶
年
開
)
の
編
纂
と
が

行
わ
れ
て
い
る
。
以
上
が
唐
初
の
正
史
編
纂
の
概
要
で
あ
る
ρ

武
徳
の
修
史
事
業
は
、
未
完
に
終
わ
っ
た
た
め
見
逃
さ
れ
や
す
い
が
、
一
つ

の
史
書
を
複
数
の
官
僚
が
搭
嘗
す
る
分
纂
の
形
態
を
取
っ
て
い
る
黙
で
注
目
す

べ
き
で
あ
る
。
蛍
時
の
唐
朝
官
僚
は
、
そ
れ
ぞ
れ
出
仕
し
て
き
た
王
朝
の
系
統

に
遠
い
が
あ
り
、
各
王
朝
の
正
史
を
編
纂
す
る
に
掛
固
た
っ
て
、
系
統
ご
と
に
均

衡
を
取
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

貞
観
の
修
史
事
業
で
も
分
纂
の
形
態
を
取
っ
て
は
い
る
が
、
し
か
じ
構
成
上

は
太
宗
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
者
が
大
部
分
を
占
め
、
か
つ
宰
相
の
房
玄
齢
が

監
修
園
史
の
任
に
嘗
た
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
宰
相
を
頂
黙
と
す
る
分
纂
の
形
態
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
、
武
徳
と
貞
観
と
い
う
、
性
格
の
異
な
る
二
つ
の
段
階
を
経
で
賓
現
し
た
の

で
あ
る
。

Ai 
喜重
の月』

事に
例お
をけ
甲る

定器
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山

本
務
思
表
は
、
乾
隆
期
以
降
、
顕
著
に
現
象
化
し
て
く
る
、
客
民
が
科
拳
(
と

く
に
童
試
)
を
受
験
す
る
場
合
に
必
要
と
な
る
、
寄
籍
地
H
現
居
住
地
の
郷
貫

獲
得
の
問
題
、
と
り
わ
け
郷
貫
の
移
縛
た
る
縛
籍
の
問
題
を
検
討
し
、
こ
れ
を

通
じ
て
、
戸
籍
制
度
上
の
里
甲
制
的
原
籍
主
義
(
卸
ち
、
移
住
禁
止
)
か
ら
保

甲
制
的
現
居
佳
地
主
義
へ
の
移
行
過
程
に
お
け
る
、
乾
隆
期
の
位
置
を
考
察
せ

ん
と
す
る
，も
の
で
あ
る
。
な
お
、
客
民
に
つ
い
て
は
、
現
居
住
地
の
籍
貫
、
と

く
に
郷
貫
を
有
し
て
い
な
い
者
、
と
考
え
て
お
く
。

清
朝
中
央
の
政
策
を
検
討
す
る
と
ρ

付
乾
隆
期
に
は
、
事
寅
上
原
籍
主
義

を
放
-棄
し
て
い
た
ド
同
し
か
し
、
明
確
に
縛
籍
を
許
可
し
、
郷
寅
制
度
上
、

原
籍
主
義
を
放
棄
し
た
の
は
、
乾
隆
五
九
年
で
あ
っ
た
ド
国
同
は
個
別
人
民

な
い
し
個
別
家
族
が
、
原
籍
地
の
血
縁
・
地
縁
の
祉
曾
的
諸
関
係
か
ら
離
脱
す

る
こ
と
を
中
央
が
骨
骨
必
承
認
し
た
も
の
、
と
考
え
ら
れ
る
ド
同
し
か
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し
、
臼
は
中
央
が
、
個
別
人
民
な
い
し
個
別
家
族
を
血
縁
・
地
縁
の
諸
関
係
か

ら
全
く
自
由
に
し
た
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
せ
ず
‘
制
度
上
、
別
の
新
し
い
血

縁
・
地
縁
の
諸
関
係
に
編
入
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
も
の
、
と
考
え
ら
れ
る
ド

以
上
の
黙
を
指
摘
で
き
る
。

ま
た
、
乾
隆
期
、
庚
東
省
の
鱒
籍
政
策
を
検
討
す
る
と
い
付
省
の
各
級
官

僚
が
、
中
央
櫨
部
の
例
を
故
意
に
曲
解
・
無
視
す
る
事
質
が
あ
る
い

ω
し
た

が
っ
て
、
人
民
大
衆
と
中
央
と
の
聞
に
位
置
す
る
省
レ
ベ
ル
の
政
治
を
、
中
央

と
は
別
箇
の
要
素
を
具
有
す
る
、
ひ
と
つ
の
政
治
主
鐙
と
考
え
る
必
要
が
あ
る

ド
以
上
の
黙
を
指
摘
で
き
る
。

一
九
二
四
年
の
製
糸
女
工
の
争
議
と
糸
繭
女
工
舎
の
成
立

骨

田

郎

上
海
に
お
い
て
、
多
数
の
製
糸
工
場
が
同
時
に
操
業
を
停
止
す
る
よ
う
な
争

議
が
愛
生
す
る
の
は
、

一
九
二
二
年
か
ら
で
あ
る
。
女
青
年
舎
の
よ
う
な
キ
リ

ス
ト
数
系
函
鐙
の
影
響
を
受
け
、
こ
の
年
の
争
議
か
ら
始
ま
っ
た
「
女
工
組

合
」
の
結
成
や
、
女
工
の
啓
蒙
と
努
働
依
件
の
改
善
を
目
的
と
す
る
運
動
を
、

ま
ず
指
導
し
て
い
っ
た
の
は
穆
志
英
ら
の
一
部
の
女
管
車
た
ち
で
あ
っ
た
。

一
九
二
四
年
六
月
の
争
議
は
、
前
年
度
か
ら
の
不
況
に
よ
っ
て
生
じ
た
賃
金

問
題
を
主
な
原
因
に
し
て
起
き
た
が
、
こ
の
一
般
女
工
の
自
然
設
生
的
な
争
議

を
解
決
に
導
く
う
え
で
重
要
な
役
割
を
は
た
し
た
の
も
、
こ
の
年
の
一
月
か
ら

糸
紗
女
工
協
禽
の
結
成
を
準
備
し
て
い
た
穆
志
英
ら
の
女
管
車
グ
ル
ー
プ
で
あ

っ
た
。
穆
志
英
ら
は
賃
金
問
題
で
は
譲
歩
し
つ
つ
、
二
二
年
の
争
議
の
と
き
か

ら
掲
げ
て
い
た
課
題
の
な
か
の
、
「
女
工
組
合
」
の
結
成
の
経
営
者
側
や
官
艇

か
ら
の
認
可
の
獲
得
に
重
熱
を
お
い
て
、
争
議
の
解
決
を
指
導
し
た
。
そ
の
結

果
が
、
糸
繭
女
工
舎
の
成
立
で
あ
っ
た
。
女
管
車
を
主
要
な
構
成
員
と
し
て
成

立
し
た
糸
繭
女
工
舎
は
、
脱出資
協
調
を
原
則
に
女
工
の
生
活
の
擁
護
と
争
議
の

再
授
の
防
止
を
表
明
し
て
活
動
し
て
い
た
が
、

一
九
二
六
年
の
新
繭
年
度
を
む

か
え
る
頃
に
は
、
踏
出
働
僚
件
は
現
放
の
ま
ま
で
女
工
の
労
働
を
督
駒
す
る
傾
向

が
強
く
な
っ
て
い
た
。

唐
代
官
運
の
脚
直
に
つ
い
て

清
木
場

東

-162ー

唐
王
朝
の
朝
廷
・
州
鯨
・
遊
軍
の
物
質
的
基
盤
は
穀
物
・
布
絹
に
お
か
れ
、

天
資
中
に
は
五
千
数
百
高
端
疋
屯
石
に
遂
し
た
。
そ
れ
ら
の
輪
迭
に
は
民
聞
の

車
舟

・
馬
躯

・
百
姓
を
動
員
し、

運
賃
を
支
梯
っ
た
。
運
輸
経
費
は
庖
大
と
な

り
、
財
政
の
大
き
な
支
出
科
目
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
把

握
に
は
運
賃
法
で
あ
る
脚
直
法
の
理
解
が
基
礎
の

一
つ
と
な
る
。

『
大
唐
六

典
』
三
・
度
支
に
み
え
る
脚
直
法
は
、
陸
運
の
駄
脚

・
車
脚
、
水
運
の
船
脚
を

定
め
て
い
る
。
駄
脚
は
総
塗
料

・
車
脚
は
車
使
用
料
と
言
い
換
え
て
よ
く
、
負

般
・
駄
運
で
は
駄
脚
を
、
車
運
で
は
駄
脚
に
加
え
て
車
脚
を
梯
う
。
水
運
で
は

船
使
用
料
を
認
め
ず
、
総
塗
料
で
あ
る
船
脚
の
み
と
さ
れ
た
。
水
陸
の
総
塗
料

金
は
、
基
本
的
に
は
貨
物
の
輪
迭
品
目
力
の
多
少
に
封
態
し
て
支
挑
う
品
目
賃
で
あ

り
、
重
量
・
距
離
・
総
迭
の
難
易
で
高
下
さ
れ
た
。
こ
れ
に
地
方
の
料
金
格
差

(
駄
脚
の
み
〉
及
び
貴
貨
・
賎
貨
の
相
違
等
に
よ
り
若
干
の
差
を
つ
け
た
。
車


